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4.1自主運営組織及び役割一覧 
注）全ての情報は情報班を経由して総務班へ流すことを基本とするが、医療・犯罪・火事などの緊急性を要する情報は各班長の判断の基で対応す 

ることとする。緊急対応後には情報班経由で総務班へ流すこと。 

主な班編成 主な活動内容 具体的内容 

総務班 

班長は避難所管理者 

副班長は緊急応援職員及び避難所

運営委員会会長（会長不在の場合は

副会長）の２名 

●管理責任者の補佐をするととも

に、各班を統括する。 

●避難所運営組織会議を開催する 

●避難所の記録を作成、保管する 

●外部との情報窓口（外部支援組

織、行政、報道） 

●避難所運営組織会議の出席者は管理責任者、各班長、ボランティアの

代表、避難所運営委員会メンバー、各自治会、管理組合代表 

開催日時は、被災当日を含む７日間は AM10:00と PM4:00の２回／日、

8日目以降一か月後までは AM10:00に開催。被災一か月以降は総務班の

指示により適宜開催とする。 

議題 

・情報班の収集した情報に基づき行政への報告内容整合、マスコミ対応

内容整合 

・上記情報以外の新規情報の整理 

・各自治会・管理組合、避難所の代表による情報共有 

・（感染症が蔓延してる場合）感染症対応についての活動内容、問題点 

 ⇒避難所内外での課題の共有化、解決策の討議・展開内容決定 

●外部への情報提供は適宜各班への委任可能 

●情報班からの情報の分析、対応、対策本部への報告及び要請、外部へ

の公表 

●ボランティアの受付、割り振り（各班からの必要人員情報を基に行う） 

●宮上中学校、南大沢学園との情報の共有化（総務班班長の依頼により

５丁目防災協会会長が担当する。防災協議会会長は情報の混乱を避ける

ために宮上中学校、宮上小学校、南大沢学園の各代表との情報共有化を

行うと共に対応策の展開の共通化を行う） 

・避難所運営組織会議の摘録の相互共有化（行政への報告内容やマスコ

ミ対応の共有化） 

・避難所名簿の相互共有化（不明者の早期発見のため） 

・防犯対応、要配慮者対応の共通化 

・必要物資のやりくり（余剰や不足の平準化対応） 
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主な班編成 主な活動内容 具体的内容 

情報班 

班長・副班長は避難所運営委員会メ

ンバー、自治会・管理組合代表から

選ぶ。 

また、メンバーとして各自治会・管

理組合から最低一名を派遣する。 

●各種情報（具体的項目は右記）を

各班から収集し、情報班が収集した

情報を併せて総務班へ報告 

●外来者用の対応窓口 

●避難所内の情報窓口 

・情報班は避難所運営組織会議の開催 1 時間前までに収集した下記情報

を整理し、会議に報告をする。下記自治会、管理組合、各班は決められ

たフォーマットに記入し情報班へ提出すること。 

●５丁目の道路状況の情報収集（自治会、管理組合） 

●５丁目のインフラ状況の情報収集（自治会、管理組合） 

●在宅避難者の安否確認情報収集（自治会、管理組合） 

●「情報カード」収集、まとめ、避難者名簿作成（情報班） 

●避難者名簿を基に、避難者名、住まい（地区名等）等を記載した「避難

者一覧」を作成（情報班⇒貼りだし） 

●在宅避難者の情報収集：病気や障害等（自治会、管理組合） 

●医療機関情報収集（自治会、管理組合、情報班） 

●避難所内の必要物資情報収集（物資班） 

●在宅避難者の必要物資情報収集（自治会、管理組合） 

●物資に関する相談・ニーズ情報収集（物資班） 

●要配慮者のニーズ情報収集（要配慮者対策班） 

●要配慮者のニーズ情報収集（自治会、管理組合） 

●外来者からの情報収集（情報班） 

●必要人員（ボランティア等）の情報収集（各班） 

 人数だけでなく必要スキルも依頼内容に記載 

●トイレ関連情報収集（保健衛生班） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 右記「自治会、管理組合」と書かれた情報は各自治会、管

理組合で収集し、避難所の情報班へ提供すること。 

② 避難所の運営には多くの人材が必要となる。避難所への避

難者対応は避難された方々主体で活動するが、在宅避難者

向けの対応は地域住民主体で活動する必要があるため各自

治会、管理組合には運営委員以外の活動可能な人材派遣の

協力をお願いする。運営委員には避難所運営のマネジメン

トへ協力をお願いいたします。 

要検討項目 

情報提供側の報告先をできるだけ少なくするために、総務

班、情報班、物資班以外は避難所内での活動とした。物資は

全体のバランスを見ながら仕分けをする必要があるため、避

難所内に限定せずにすべての情報を集めることとしたが、こ

こも避難所内に限定する方法もある。そうなると、外部から

の情報は全て情報班が収集することとなり、情報の流れはす

っきりするが、情報班の負担が増える。そのため、情報班に

は各自治会・管理食い合いから最低一名の派遣する。（あるい

は、会員１００名あたり一名のメンバー派遣のようにする

か？） 
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主な班編成 主な活動内容 具体的内容 

保健衛生班 

班長・副班長は避難者から選ぶ（女

性を一名選ぶこと） 

●要配慮者のニーズ収集 

●必要に応じてホームヘルパーの

派遣要請、社会福祉施設等への緊

急入院、病院への搬送などの連絡

調整を行う。 

具体的な連絡先と電話番号の記載 

●避難所内衛生環境確保 

具体的な衛生環境の状態を記載す

る必要がある 

●要配慮者のニーズ収集（情報班へ） 

●福祉施設、病院との調整は総務班から委任を受けて行う 

・近隣福祉施設、病院の電話番号記載 

●避難所内トイレの清掃・換気 

・班はトイレ清掃用具の用意をすること（清掃用具は・・・・に保管して

ある） 

●避難所内トイレの使い方指導 

・下水の安全が確認されるまでは使用者はし尿袋を必ず持参すること。 

・使用したし尿袋は決められた場所へ置くこと（混乱を避けるためにあ

らかじめ決めておく必要がある） 

●し尿対策 

●トイレの安全性確保（特に女性用トイレの監視） 

●仮設トイレやし尿袋などの必要数確認 

●ゴミ対策（ごみ置き場の設定、清掃） 

●（感染症が蔓延している場合）避難所内の感染症対応のニーズ収集、問

題点把握 

物資班 

班長は避難所運営委員会メンバー、

自治会・管理組合代表から選ぶ 

副班長は避難者の女性から選ぶ 

●物資の保管・管理・配布 

●物資に関する相談受付 

 

●物資の在庫確認、リスト作成、必要物資リスト、物資に関する相談内容

のまとめ（情報班へ） 

●物資の仕分け、避難所内・自治会、管理組合への配布 

注）女性や乳幼児等のニーズを把握するために、担当には女性も配置する 

注）女性への配慮が必要な物資については、女性による配布に努める 

注）在宅避難者への物資仕分けは各自治会・管理組合が行う 
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主な班編成 主な活動内容 具体的活動内容 

要配慮者対策班 

班長・副班長は避難者から選ぶ 

●要配慮者用窓口 ●要配慮者関連の相談対応と各班への情報伝達、引継ぎ 

●要望に応じた支援活動 

防犯班 

班長・副班長は避難者から選ぶ 

●避難所内の安全確保 

●環境の向上対応 

●避難所内のパトロール（特に女性や子供、要配慮者の安全に注意） 

避難者の中から、３～４名程度のグループで数回／日のパトロールを行

う計画を立案・実行（自衛消防班と協働で行う） 

●必要に応じて１１０番通報 

意識がない、出血、骨折など命の危険が明らかな場合はもちろん、頭を強

く打ったなどの場合も念のため通報する 

●視認性向上のため照明の配置チェック 

●パーテーション設置などの環境対応 

自衛消防班 

班長・副班長は避難者から選ぶ 

●火災からの安全確保 ●必要に応じて１１９番通報 

●避難所内のパトロール（喫煙モラルや火の不始末などのチェック） 

上記防犯班と協働でパトロールを行う 

●初期消火対応 

●火災時の避難誘導、要配慮者の安全確保 

その他  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2避難所生活のルール                                    １／１ 

避難所の運営につい

て 

避難所は、地域住民を中心とした避難所を運営

する組織が運営を行う。避難者も組織の活動に

協力し、積極的に運営に参加すること 

居住スペースの利用 居住スペースは世帯単位、町会単位等で区切っ

て使用する 

外部から避難所に戻る際には、靴の汚れをよく

落すこと。また、居住スペースでは衛生面に配

慮して靴をぬぐこと 

避難所全般について

のルール・マナー 

助け合いの心を持って生活すること 

生活の和を乱さないよう、ルールを守ること 夜間は寝ている人を起こさないよう気を付け

ること 

要配慮者（障碍者、乳幼児、高齢者）には気配り

をすること 

ペットについて 犬や猫などのペットを屋内に入れないこと。避

難所が指定する場所で飼い主が飼育をするこ

と 

体調が悪くなった場合や体調が悪い方を見かけ

た場合はすぐに保健衛生班に伝えること。 

清掃 避難所内は清潔に保ち、全員で協力し清掃をす

ること 

破損した窓ガラスなど危険なものが散乱した部

屋や「立ち入り禁止」と表示された部屋には入ら

ないこと 

避難所内で出たゴミは、必ず決められた場所に

捨てること 

トイレ 災害用仮設トイレは、決められた方法に従って

使用すること 
外国の方は同じ言語を話す避難者がいた場合、

積極的に情報共有をすること 火災防止 居住スペースでの火器の使用及び喫煙は禁止

とする。喫煙は決められた場所で行うこと その他、分からないことは避難所を運営する組

織に相談すること 電話の使用について 携帯電話等の通話は、居住スペースを避け、他

の避難者の迷惑にならないようにすること 食料・物資 食料配給時は順番を守ること 

食料が不足する場合は乳幼児、子供、妊産婦、障

碍者の方等に優先的に配給を行うこととする 

居住スペースではマナーモードに設定するこ

と 

食事は、時間を決めて配給する予定。配給の際に

は、避難所登録カードの提示を必須とする 

避難所内の公衆電話（５台あり）は無料で使用

可能。他の避難者のことを考え、長時間の通話

を避けること ベビーフード、粉ミルク、おかゆ、紙おむつなど

は、避難所を運営する組織に相談すること 避難所の閉鎖 避難所を閉鎖する場合は意向調査を行い、事前

に連絡すること プライバシーの確保 プライバシーに配慮し、むやみに他人の場所に

立ち入らないこと その他 他の避難所、自宅、知人宅などに移る際は、必

ず避難所を運営する組織に報告すること 

 


